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こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）の実施状況及び 

今後の実施予定について 

 

 

１．経過 

 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全

ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支

援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能

枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな制度「こども誰

でも通園制度」が国において創設され、宇治市においては令和６年７月から試行実

施しているところです。 

今般、国においては、令和８年度からの本格実施（給付化）に向けて所要の改正

が行われており、宇治市においても給付化に向けた準備を行っているところです。 

 

２．令和７年度実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 

文教・福祉常任委員会資料 

福祉こども部保育支援課 

1 あさひ保育園 R6/7
2 みんなのきHana保育園 R7/4
3 登りこども園 R7/5
4 みんなのき三室戸こども園 R6/7
5 みんなのき黄檗こども園 R6/7
6 南浦幼保連携型認定こども園 R6/7
7 南浦くすのき幼保連携型認定こども園 R6/7
8 いずみこども園 R6/7
9 ひいらぎこども園 R7/4
10 同胞こども園 R6/7
11 こひつじこども園 R6/7
12 伊勢田こども園 R6/7
13 明星っ子こども園 R6/7
14 槇島ひいらぎこども園 R6/7
15 のぞみこども園 R7/5
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（１）申請状況（令和７年１１月３０日時点） 

（単位：人） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 

84 26 37 33 24 26 28 23 30 311 

 

（２）利用状況（令和７年１１月３０日時点） 

 

利用時間数                         （単位：時間） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 合計 

こども誰でも通園 46.5 127 159.5 142 103.5 152 226.5 223.5 1,180.5 

親子誰でも通園 1,808  1,808 

 

利用者数                           （単位：人） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 合計 

こども誰でも通園 21 59 75 64 50 69 108 108 554 

親子誰でも通園 992  992 

 

３．今後の事業実施 

（１）国が示すスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

（２）令和７年度から令和８年度への主な変更点（予定） 

 ○子ども子育て支援法の改正により、補助制度から「乳児等のための支援給付」

に移行する。 

〇利用者の資格要件であった住所要件がなくなり、宇治市外の利用者も利用でき

る広域利用が可能となる。 

○乳児等通園支援事業を実施する市町村は、乳児等通園支援事業の設備及び運営

について条例で基準を定め（令和７年３月制定済）、その基準に適合する施設に

対し認可を行うとともに、提供するサービスについては、子ども・子育て支援

法に基づく「確認」基準を満たす必要があるため、特定乳児等通園支援事業に

関する基準等を定める条例を制定する必要がある（宇治市においては令和８年

３月議会において条例議案を提案予定）。 

令和６年度 

制度の本格実施を見据えた試

行的事業 

・118自治体で実施 

令和７年度 

法律上制度化（地域子ども・

子育て支援事業） 

・自治体の判断において実施 

令和８年度 

法律に基づく新たな給付制度 

・乳児等のための支援給付 

・全自治体で実施 
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○給付費新単価の設定 

０歳児 １，３００円／時間      ０歳児 １，７００円／時間 

１歳児 １，１００円／時間  ⇒ １・２歳児 １，４００円／時間 

２歳児   ９００円／時間 

 ○各種加算の創設 

 ・初回対応加算 

    事前面談及び事後面談を実施した場合に加算 

  ０歳児 １，７００円／回  １・２歳児 １，４００円／回 

・保護者支援面談加算 

保護者が抱える子育ての悩み等に対し面談を３０分以上実施した場合に加算 

各歳一律 １，４００円／回 

 ・生活困窮家庭等負担軽減加算 

  市町村が認めた家庭のこどもが利用する場合に、事業所において利用料の減額

を行った場合に加算 

  生活保護世帯 ３００円／時間 

  市町村民税所得割合算額７７，１０１円未満及び要支援家庭である場合 

２００円／時間 

 


